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仲裁裁定に関するお知らせ 

 

「石炭不適切取引に関連する商事仲裁」に関しては、豪州シドニーにおいて仲裁手続が進め

られていましたが、今般、平成２３年５月１３日付にて、仲裁人より裁定が下されましたので、

下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

「石炭不適切取引に関連する商事仲裁」とは、電力向け石炭（一般炭）の仕入・販売におい

て、当社の特定管理職社員が、仕入・販売両契約の同時履行を原則とする社内ルールを逸脱し、

販売先の確定していない仕入を独断で行った結果、平成２０年度決算において約５９億円の特

別損失（解約損及び売却損失等）の計上を余儀なくされた過去の公表済（平成２１年３月１３

日）の事案に関連し、豪州の石炭サプライヤーから、「平成２１年上半期を履行期とする総量

６２万㌧の一般炭売買に関する合意が当社の特定管理職社員との間に存在し、当社が履行を怠

った」として仲裁を申し立ててきた事案です（申立日：平成２１年１０月２０日(同日公表)）。 

 

当社としては、合意又は契約の不存在を主張し、商事仲裁の場で争ってきましたが、先日、

その大宗において当社主張を認める旨の裁定が下されました。株主の皆様方をはじめ関係の皆

様方には、これまで多大なご心配をおかけしてきましたが、今般の裁定結果を踏まえ、業績に

与える影響は無いことをここにご報告させて頂きます。 

 

 平成２１年春の本事案の発覚以降、再発防止策の着実な実行は勿論、業務監査部門によるモ

ニタリング等を通じ、内部統制の一層の強化を図り、信頼の回復に全力を傾注してきた諸事情

につきましてご理解を頂き、引き続きのご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 
 

 

 注：「石炭取引損失に関する調査結果について」は、平成２１年５月１５日公表 


